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【略語とその定義一覧】 

略語 定義 

法 農業保険法（昭和 22 年法律第 185 号） 

施行令 農業保険法施行令（平成 29 年政令第 263 号） 

規則 農業保険法施行規則（平成 29 年農林水産省令第 63 号） 

事業規程等 事業規程及び共済事業の実施に関する条例 

組合等 農業共済組合、共済事業を行う市町村又は共済事業を行う全国連合会 

全国連合会 全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会 

特定組合 法第 73 条第４項に規定する特定組合 

特定組合等 特定組合又は全国連合会 

都道府県連合会 都道府県の区域をその区域とする農業共済組合連合会 

組合員等 

 

農業共済組合若しくは全国連合会の組合員又は共済事業を行う市町村と

の間に共済関係の存する者 

共済掛金区分等 

 

 

（収穫共済）類区分、引受方式の別、補償割合の別、短縮方式の申出の

有無の別 

（樹体共済）共済目的の種類の別 

収穫共済区分 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合一般方式、半相殺減

収総合短縮方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式の別 

類区分 

 

収穫共済の共済目的の種類（農林水産大臣が特定の共済目的の種類につ

き品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その定めた区分） 

類区分等 

 

類区分（農林水産大臣が特定の収穫共済の類区分につきその細区分を定

めたときは、その定めた細区分） 

果樹連合会保険区分 

 

 

 

組合等と都道府県連合会との保険関係の区分であって、収穫共済にあっ

ては共済目的の種類の別、引受方式の別、短縮方式の申出の有無の別、

樹体共済にあっては共済目的の種類の別からなるもの 

果樹政府保険区分 

 

 

特定組合等と政府との保険関係の区分であって、全ての共済目的の種類

に係る災害収入共済方式以外の収穫共済及び樹体共済と、共済目的の種

類ごとの災害収入共済方式の収穫共済との別からなるもの 

果樹再保険区分 

 

 

都道府県連合会と政府との再保険関係の区分であって、全ての共済目的

の種類に係る災害収入共済方式以外の収穫共済及び樹体共済と、共済目

的の種類ごとの災害収入共済方式の収穫共済との別からなるもの 

連合会認定区分 

 

果樹連合会保険区分を共済金の支払時期により細分した区分として特定組合

等以外の組合等が定める区分 

政府保険認定区分 

 

果樹政府保険区分を共済金の支払時期により細分した区分として特定組合等

が定める区分 

政府再保険認定区分 

 

果樹再保険区分を共済金の支払時期により細分した区分として都道府県連合

会が定める区分 
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第１ 果樹共済制度の仕組み 

 

１．機 構 

 農業共済制度は、同様の危険にさらされている多数の農業者が共済掛金を出し合って共同準備

財産を造成しておき、災害があったときに、その共同準備財産をもって被災農業者に共済金の支

払いをするという農業者の相互扶助を基本とした制度である。 

 我が国は地理的、気象的条件から災害が多く、また、その範囲も広くかつ激甚である。このた

め、農業共済事業は、地域的な危険分散を図るとともに、広範囲に激甚な災害が発生しても共済

金の支払に支障を来さぬよう政府の再保険が措置されている。 

 

(1) ３段階制 

 一又は二以上の市町村の区域をその区域とする農業共済組合又は共済事業を行う市町村が組

合員等から共済責任を負うとともに、その共済責任の大部分を都道府県連合会の保険に付し、

更に、都道府県連合会の負う保険責任の一部を政府の再保険に付している。 

 

(2) ２段階制 

 特定組合が組合員から共済責任を負うとともに、その共済責任の一部を政府の保険に付して

いる。 

 なお、農業経営収入保険の実施主体として設立した全国連合会は、次のような場合に農業共

済事業の実施が可能であり、この場合、特定組合と同様に組合員から共済責任を負うとともに、

その責任の一部を政府の保険に付することとなる。 

① 特定組合又は都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合と合併したとき。 

② 農業共済組合から農業共済事業を譲渡されたとき。 

③ 農業共済組合若しくは共済事業を行う市町村が、その区域内において農業共済事業の実施

を全国連合会に申出したとき。 

④ 特定組合又は都道府県連合会が、農業共済組合又は共済事業を行う市町村が存しない地域

において農業共済事業の実施を全国連合会に申出したとき。 

 

【３段階制】

加　入　者 市町村段階 都道府県段階 政　　　府

共済掛金 保険料 再保険料

共済金 保険金 再保険金

共済関係 保険関係 再保険関係

【２段階制】

加　入　者 都道府県段階 政　　　府

保険料

保険金

共済関係 保険関係

農業者
農業共済組合

又は

市町村

都道府県

連合会

食料安定供給

特別会計

農業者

共済掛金

共済金

特定組合

又は

全国連合会

食料安定供給

特別会計
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(3) 事業の実施 

 果樹共済事業は、必須事業である農作物共済及び家畜共済と異なり、組合等がその地域の果

樹農業の実態に合わせて任意に実施することとされている。 

 なお、特定組合等以外の組合等が果樹共済事業を行うことができるのは、その属する都道府

県連合会が果樹共済の保険事業を行う場合に限られる。 

 

 

２．果樹共済の種類及び共済目的の種類（法 97①③、98①、施行令８、規則 41、42、

43） 

(1) 果樹共済の種類 

 果樹共済の種類は、果樹の永年性作物としての特性にかんがみ、年産ごとの果実の損害を対

象とする「収穫共済」と、将来にわたって果実を生む資産としての樹体そのものの損害を対象

とする「樹体共済」の２種類がある。 

 

(2) 共済目的の種類 

ア 収穫共済 

 うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ（はっさく、ぽんかん、ネーブ

ルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河

内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第 28 号及び甘平。以下同じ。）、りん

ご、ぶどう、なし（支那なしの品種に属するなしを除く。以下同じ。）、もも、おうとう、

びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップル。 

 ただし、ガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られた温室内にお

いて栽培されている果樹は除外される（このような果樹は農業経営収入保険等で引き受ける

ことができる。）。 

イ 樹体共済 

 収穫共済と同じ（毎年結実する状態に達していない果樹（未結果樹）を除く。） 

 

 

３．加入資格者（法 20①②④⑤、104①②、規則８①、９、10、61、62） 

 果樹共済の加入資格を有する者は、農業共済組合の区域内（全国連合会にあっては、果樹共済

事業の実施区域内）に住所を有し、かつ、果樹共済の共済目的の種類とされている果樹につき栽

培の業務を営む者であって、当該果樹の類区分ごとの栽培面積が５アールから 30 アールの範囲

内で組合等が定款又は条例で定める面積以上の農業者である。 

※次の要件を満たす農業生産組織（農業共済資格団体）は､当該組織単位で組合等に加入するこ

とができる。 

① 構成員の全てが組合等の区域内に住所を有すること 

② 果樹共済の対象品目の栽培の業務を行う農業者のみが構成員となっていること 

③ 目的、共済掛金の分担、共済金の配分の方法、代表者等について、規約を定めていること 
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４．共済関係の成立（法 147、令附則４、規則 118） 

 収穫共済又は樹体共済の共済関係は、組合員等が、収穫共済にあっては共済目的の種類ごと及

び果実の年産ごと、樹体共済にあっては共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、当該組合

員等が栽培を行う収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹（次の(1)から(5)に掲げる果樹を除

く。）の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申込み、組合等がこれを承諾することによ

って、成立する。 

(1) 類区分ごとの栽培面積が５アールから 30 アールの範囲内で事業規程等で定める面積に達し

ない果樹であること 

(2) 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること 

(3) 当該果樹に係る標準収穫量、基準収穫量、基準生産金額又は共済価額の適正な決定が困難で

あること 

(4) 当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること 

(5) 当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果実につき通常の肥培管理が行

われず、又は行わないおそれがあること 

 

（参考）自動継続特約 

 果樹共済の申込みの承諾の際、組合員等からの申出により翌年以降の年産（又は年度）の

果樹について申込期間が終了するまでに当該組合員等から果樹共済の申込みをしない旨の意

思表示がないときは、当該果樹共済の申込みがあったものとする旨の特約を付することがで

きる。 

 

 

５．類区分等及び引受方式等（法 148①、規則 119、120、121） 

(1) 類区分等 

ア 収穫共済 

 共済目的の種類とする果樹には、同一種類に属するものであっても、その品種、栽培方法

等によって収穫時期、被害発生態様等に差異があることから、これらの差異の大きいものに

ついては、品種、栽培方法等に応じて、共済目的の種類に区分（類区分）を定めている。 

 うんしゅうみかん、指定かんきつ、りんご、ぶどう、なし、もも、かき及びうめについて

は、別表１（Ｐ６）のとおり類区分が設定されている。 

 また、災害収入共済方式以外の引受方式においては、同一の共済目的の種類に価格差の大

きい複数の品種が含まれている場合には、都道府県ごとに、価格差に応じて更に区分（以下

「細区分」という。）を定めている（Ｐ10 参照）。 

 

イ 樹体共済 

 樹体共済についても、生育の程度に応じて樹体共済の類区分を定められることとなってい

るが、現在、当該区分は定められていないので、共済金額の設定及び支払共済金の算定は、

樹体共済の共済目的の種類ごと及び農業者ごとを単位として行うこととなる。 
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(2) 引受方式 

ア 引受方式の種類 

 果樹共済の引受方式は、以下のとおりである。 

 

   果樹共済の種類等 内              容 

 

収 

 

 

 

穫 

 

 

 

 

共 

 

 

 

 

済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全 相 殺 減 収 方 式 

 

 

組合員等ごとに、基準収穫量（＊１）から実収穫量を差し引

いて得た数量（減収量）が、基準収穫量の２割（又は３割、

４割）を超えることとなったときに共済金を支払う方式 

全 相 殺 品 質 方 式 

 

 

 

組合員等ごとに、品質を加味した基準収穫量から品質を加味

した実収穫量を差し引いて得た数量（減収量）が、基準収穫

量の２割（又は３割、４割）を超えることとなったときに共

済金を支払う方式 

半 相 殺 方 式 

 

 

 

組合員等ごとに、被害樹園地の減収量の合計が、その組合員

等の基準収穫量（樹園地ごとの基準収穫量の合計）の３割

（又は４割、５割）を超えることとなったときに共済金を支

払う方式 

 

 

 

 

減収総合

方式 

 

 

一 般 方 式 

 

半相殺方式のうち、共済責任期間が６の(1)のアの期間である

もの 

短 縮 方 式 

 

半相殺方式のうち、共済責任期間が６の(1)のイの期間である

もの 

地域インデックス方式 

 

 

 

 

 

 

 

組合員等ごと及び統計単位地域（＊２）ごとに、共済事故に

よる損害が発生し、かつ、その年産の統計単収（＊３）が基

準統計単収（＊４）を下回る場合におけるその差に相当する

単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組

合員等の樹齢構成係数（＊５）及び栽培面積を乗じて得た数

量が、基準統計単収に当該樹齢構成係数及び栽培面積を乗じ

て得た数量の１割（又は２割、３割）を超えることとなった

ときに共済金を支払う方式 

災 害 収 入 共 済 方 式 

 

 

組合員等ごとに、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回

り、かつ、生産金額が基準生産金額（＊６）の８割（又は７

割、６割）に達しないときに共済金を支払う方式 

  

  樹 体 共 済 

 

樹体の枯死、流失、滅失、埋没、損傷による損害額が 10 万円

又は共済価額の１割のいずれか小さい金額を超えた場合に共

済金を支払うもの 

 

＊１ 基 準 収 穫 量：平年収穫量のことで、組合等が組合員等又は樹園地ごとに設定。 

＊２ 統計単位地域：都道府県の区域 

＊３ 統 計 単 収：作物統計調査規則第４条第３項の収穫量調査に基づく単位面積当たりの

作物の種類別収穫量 
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＊４ 基準統計単収：統計単位地域の過去一定年間における統計単収の平均値（５か年中中庸

３か年平均。うんしゅうみかんについては統計単収の平均値（６か年中

中庸４か年平均）に隔年結果の状況を考慮したもの。） 

＊５ 樹齢構成係数：組合員等の樹園地の樹齢構成を勘案した係数 

＊６ 基準生産金額：平年的な生産金額のことで、組合等が組合員等ごとに設定。 

 

イ 引受方式の選択方法 

 うんしゅうみかん、指定かんきつ、りんご、ぶどう、なし、もも、かき及びうめの引受方

式は、別表１の加入区分ごと及び類区分ごとに、選択できる引受方式の中から組合員等が選

択する。 

 なつみかん、いよかん、おうとう、びわ、くり、すもも、キウイフルーツ及びパインアッ

プルについては、別表２（Ｐ９）の中から組合員等が選択する。 

 ただし、全相殺減収方式を選択することができるのは全相殺減収方式資格者（※１）、全

相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択できるのは、全相殺品質方式・災害収入共済方式

資格者（※２）に限る。 

 

※１ 全相殺減収方式資格者 

 次に掲げる者 

ア 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を出荷した数量の資

料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全

量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる

者 

イ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書（規則第

87 条第３項第２号に規定する青色申告書をいう。以下同じ。）及びその関係書類（以

下、「青色申告書等」という。）により適正に確認できる者 

ウ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量が、規則第 119 条第３項第３号に

規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類（以下、「確定申告関係書

類」という。）により適正に確認できる者（当該者として、これらの書類に不実の記載

をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第 134 条において準用する保険法

（平成 20 年法律第 56 号）第 30 条の規定により収穫共済の共済関係を解除されたこと

がある者を除く。）（以下、確定申告関係書類を用いて収穫量を確認する全相殺減収方

式を「帳簿全相殺減収方式」という。） 

 

※２ 全相殺品質方式資格者又は災害収入共済方式資格者 

 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去５年

間の出荷した数量、品質又は価格の資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、

かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷す

ることが確実であると見込まれる者又はその者が栽培する果樹に係る収穫量及び品質がそ

の者の青色申告書等により適正に確認できる者 
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別表１ 

共済目的 

の種類 

加入区分 

 

類区分 

 

選択できる引受方式 

 

うんしゅう

みかん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１類 

 

 

早生うんしゅうの品種のう

んしゅうみかん（３類に属

するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

２類 

 

 

普通うんしゅうの品種のう

んしゅうみかん（３類に属

するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

３類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うんしゅうみかんのうち、

プラスチックハウス（主と

してプラスチックフィルム

が被覆材として使用されて

いる法第 98 条第１項第７

号に規定する特定園芸施設

をいい、気象上の原因によ

り農作物の生育が阻害され

ることを防止するための施

設を除く。以下同じ。）を

用いて栽培されるもの 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２区分 ４類  全相殺減収方式 

第３区分 ４類  地域インデックス方式 

第４区分 

 

 

 

 

 

 

３類 

 

 

うんしゅうみかんのうち、

プラスチックハウスを用い

て栽培されるもの 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式、半相殺方式及び災害収入共

済方式 

５類 

 

 

 

うんしゅうみかんのうち、

プラスチックハウスを用い

て栽培されるもの以外のも

の 

災害収入共済方式 

 

 

 

指定かんき

つ 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

 

 

 

１類 

 

 

 

はっさく、ぽんかん、ぶん

たん、ネーブルオレンジ、

ゆず、愛媛果試第 28 号 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

 

２類 

 

 

 

さんぼうかん、たんかん、

清見、日向夏、セミノー

ル、不知火、河内晩柑、は

るみ、レモン、せとか、甘

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 
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  平  

第２区分 ４類  全相殺減収方式 

第４区分 ３類  災害収入共済方式 

りんご 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

 

 

 

１類 

 

 

早生の品種のりんご 

 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

２類 

 

 

中生の品種のりんご 

 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

３類 

 

晩生の品種のりんご 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

第２区分 ４類  全相殺減収方式 

第３区分 ４類  地域インデックス方式 

第４区分 ４類  災害収入共済方式 

ぶどう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１類 

 

 

早生の品種のぶどう（４類

に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

２類 

 

 

中生の品種のぶどう（４類

に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

３類 

 

 

晩生の品種のぶどう（４類

に属するものを除く。） 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

４類 

 

 

ぶどうのうち、プラスチッ

クハウスを用いて栽培され

るもの 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

 

第２区分 ５類  全相殺減収方式 

第３区分 ５類  地域インデックス方式 

第４区分 

 

 

 

 

 

４類 

 

 

ぶどうのうち、プラスチッ

クハウスを用いて栽培され

るもの 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式、半相殺方式及び災害収入共

済方式 

６類 

 

 

ぶどうのうち、プラスチッ

クハウスを用いて栽培され

るもの以外のもの 

災害収入共済方式 

 

 

なし 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

１類 

 

早生の品種のなし 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

２類 

 

中生の品種のなし 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

３類 晩生の品種のなし 全相殺減収方式、全相殺品質方
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   式及び半相殺方式 

第２区分 ６類 全相殺減収方式 

第３区分 

 

４類 日本なしの品種のなし 地域インデックス方式 

５類 西洋なしの品種のなし 地域インデックス方式 

第４区分 ６類  災害収入共済方式 

もも 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

 

 

１類 

 

生食用早生の品種のもも 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

２類 

 

生食用中生及び晩生の品種

のもも 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

３類 

 

加工用の品種のもも 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

第２区分 ４類  全相殺減収方式 

第３区分 ４類  地域インデックス方式 

第４区分 ４類  災害収入共済方式 

かき 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

１類 

 

甘がきの品種のかき 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

２類 

 

渋がきの品種のかき 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

第２区分 ３類  全相殺減収方式 

第３区分 ３類  地域インデックス方式 

第４区分 ３類  災害収入共済方式 

うめ 

 

 

 

 

 

 

第１区分 

 

 

 

１類 

 

小うめの品種のうめ 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

２類 

 

小うめの品種以外のうめ 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方

式及び半相殺方式 

第２区分 ３類  全相殺減収方式 

第３区分 ３類  地域インデックス方式 

第４区分 ３類  災害収入共済方式 

※１ 加入区分 

第１区分：地域インデックス方式及び災害収入共済方式以外の引受方式を選択する場合

（帳簿全相殺減収方式を選択する場合を除く）の加入区分 

第２区分：帳簿全相殺減収方式を選択する場合の加入区分 

第３区分：地域インデックス方式を選択する場合の加入区分 

第４区分：災害収入共済方式を選択する場合の加入区分 

※２ なしの区分及びうめの区分に属する品種の果樹には、当該果樹に係る授粉樹が含まれ

るものとする。 
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別表２ 

共済目的の種類 選択できる引受方式 

おうとう、くり、すもも、キウイフル

ーツ 

全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地

域インデックス方式及び災害収入共済方式 

びわ、パインアップル 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地

域インデックス方式及び災害収入共済方式 

なつみかん、いよかん 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式及び

災害収入共済方式 
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  （参考）都道府県ごとに設定された細区分の例 

県名 

 

収 穫 共 済 の 

共済目的の種類 

細区分 

 

細区分に属する主な品種等 

 

Ａ 県 の 

場  合 

 

 

 

 

 

うんしゅうみかん 

 

 

 

 

 

 

１ 群 

 

早生うんしゅうの品種のうち極早生うんしゅうの品

種（４群に属するものを除く。） 

２ 群 

 

早生うんしゅうの品種（１群に属する品種及び４群

に属するものを除く。） 

３ 群 

 

普通うんしゅうの品種（４群に属するものを除

く。） 

４ 群 プラスチックハウスを用いて栽培されるもの 

Ｂ 県 の 

場  合 

 

 

 

指 定 か ん き つ 

 

 

 

 

１ 群 ネーブルオレンジ、ぽんかん 

２ 群 はっさく 

３ 群 清美、セミノール 

４ 群 さんぼうかん 

５ 群 不知火 

Ｃ 県 の 

場  合 

 

 

 

 

 

 

り ん ご 

 

 

 

 

 

 

 

１ 群 早生の品種 

２ 群 中生の品種のうち世界一、大紅栄、陸奥 

３ 群 

 

 

中生の品種のうちひろさきふじ、やたか、昴林、紅

玉、シナノスイート、トキ、涼香の季節、ジョナー

ルド 

４ 群 中生の品種（２群及び３群に属する品種を除く。） 

５ 群 晩生の品種のうちふじ、シナノゴールド、星の金貨 

６ 群 晩生の品種（５群に属する品種を除く。） 

Ｄ 県 の 

場  合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぶ ど う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 群 早生の品種（６群から８群に属するものを除く。） 

２ 群 

 

 

 

中生の品種のうち巨峰、ピオーネ、紅伊豆、藤稔、

サニールージュ、ゴルビー、多摩ゆたか、安芸クイ

ーン、シャインマスカット（６群から８群に属する

ものを除く。） 

３ 群 

 

 

中生の品種のうち甲斐路、ロザリオ・ビアンコ、 

ザリオロッソ、ピッテロビアンコ（６群から８群に

属するものを除く。） 

４ 群 

 

中生の品種（２群及び３群に属する品種並びに６群 

から８群に属するものを除く。） 

５ 群 晩生の品種（６群から８群に属するものを除く。） 

６ 群 

 

プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち 

巨峰、ピオーネ、紅伊豆、ロザリオ・ビアンコ 

７ 群 

 

プラスチックハウスを用いて栽培されるもののうち 

デラウェア 
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８ 群 

 

プラスチックハウスを用いて栽培されるもの（６群 

及び７群に属する品種を除く。） 

Ｅ 県 の 

場  合 

 

 

な し 

 

 

 

１ 群 日本なしの早生の品種 

２ 群 日本なしの中生の品種 

３ 群 日本なしの晩生の品種 

４ 群 西洋なしの品種 

Ｆ 県 の 

場  合 

 

 

 

 

も も 

 

 

 

１ 群 生食用早生の品種 

２ 群 生食用中生の品種 

３ 群 生食用晩生の品種 

４ 群 加工用の品種 

お う と う 

 

１ 群 ２群以外の品種 

２ 群 ナポレオン、ジャボレー 

Ｇ 県 の 

場  合 

 

 

 

 

 

か き 

 

 

 

 

１ 群 

 

甘がきの品種（２群及び３群に属する品種を除

く。） 

２ 群 甘がきの品種のうち富有 

３ 群 甘がきの品種のうち早秋、太秋 

４ 群 渋がきの品種 

う め 

 

１ 群 小うめの品種 

２ 群 小うめの品種以外の品種 

Ｈ 県 の 

場  合 

 

 

 

す も も 

 

 

１ 群 早生の品種 

２ 群 中生の品種 

３ 群 晩生の品種 

キウイフルーツ 

 

１ 群 ゴールドキウイ 

２ 群 １群以外の品種 
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(3) 支払開始割合及び補償限度割合並びに共済限度額割合 

ア 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式及び地域インデックス方式に係る支払開始

割合及び補償限度割合は、類区分ごとに、収穫共済区分に応じて、次の表の支払開始割合に

対応する補償限度割合の中から組合員等が選択する。 

 

収穫共済区分 支払開始割合 補償限度割合 

全相殺減収方式、全相殺品質方式 

 

 

20％ 70％ 

30％ 60％ 

40％ 50％ 

半相殺減収総合方式 

 

 

30％ 70％ 

40％ 60％ 

50％ 50％ 

地域インデックス方式 

 

 

10％ 90％ 

20％ 80％ 

30％ 70％ 

 

イ 災害収入共済方式に係る共済限度額割合は、類区分ごとに、80％、70％、60％のうちから

組合員等が選択する。 
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６．共済責任期間（法 151、規則 137） 

(1) 収穫共済 

ア 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び

災害収入共済方式 

 

共済目的の種類 共済責任期間 

りんご、ぶどう、なし、もも、

おうとう、かき、くり、うめ、

すもも及びキウイフルーツ 

花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至

るまでの期間 

 

うんしゅうみかん、いよかん及

びびわ 

春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年

の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 

なつみかん及び指定かんきつ 

 

春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年

の翌々年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 

パインアップル 

 

夏実の収穫期から当該夏実の収穫期の属する年の翌年の

年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 

※果樹は春季に開花しその後結実するが、その花の原基即ち花芽は開花の前年に形成される

ので、その花芽の災害も共済対象とするよう下図（Ｐ14）のようにおおむね１年半位の期

間としている。 

 

イ 半相殺減収総合短縮方式 

 

共済目的の種類 共済責任期間 

りんご、ぶどう、なし、もも、

おうとう、かき、くり、すもも

及びキウイフルーツ 

発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫を

するに至るまでの期間 

 

うんしゅうみかん、いよかん及

びうめ 

開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫を

するに至るまでの期間 

なつみかん、指定かんきつ及び

びわ 

開花期から当該開花期の属する年の翌年の年産の果実の

収穫をするに至るまでの期間 

 

（注）果実の収穫とは、果実を適期に採取し、樹園地から搬出することである。ただし、当該樹

園地内において貯蔵する場合は、その貯蔵する時までをいう。 

 

(2) 樹体共済 

 事業規程等で定める日から１年間。 

 なお、事業規程等で定める日は、引受事務の効率化等の観点から、全相殺減収方式、全相殺

品質方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式の始期に合

わせることにしている。 
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 令和３年 令和４年 令和５年 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 
 

うんしゅうみか

ん 

                               

 
 

な つ み か ん
                               

 
 

い よ か ん                                

 
 

指 定 か ん き つ                                

 
 

り ん ご                                

 
 

ぶ ど う                                

 
 

な し                                

 
 

も も                                

 
 

お う と う                                

 
 

び わ                                

 
 

か き                                

 
 

く り                                

 
 

う め                                

 
 

す も も                                

 
 

キウイフルーツ                                

 
パインアップル 

                               

                       ……発芽期 

                       ……開花期                ……短縮方式 

                       ……収穫期 
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７．共済事故及び補償の対象とする損害（法 98①③、施行令附則 4、規則 49⑥） 

(1) 収穫共済 

 収穫共済の共済事故は、次のとおりであり、補償の対象とする損害は、次に掲げる災害によ

る果実の減収（全相殺品質方式においては果実の減収及び品質の低下、災害収入共済方式にお

いては果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少）である。 

 

ア 風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因（地震及び噴火を含む。）による災害 

イ 火災 

ウ 病虫害 

エ 鳥獣害 

 

(2) 樹体共済 

 (1)のア～エに掲げる共済事故による樹体の枯死、流失、滅失、埋没及び損傷。 

 この場合の損傷とは、主枝に係る損傷であり、かつ、その程度がその損傷に係る果樹のその

損傷を受ける直前における樹冠容積の２分の１以上の部分にわたる程度のものとしている。 
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８．標準収穫量（法 148①②、規則 122） 

(1) 標準収穫量とは、概念的にはその年の天候を平年並みとし、肥培管理なども普通一般並みに

行われたとしたときに期待し得る平年の収穫量である。従って、これは、「被害がないという

前提での収穫量」とは異なり、平年的な減収量が見込まれたものである。 

 また、標準収穫量は、共済金額や共済掛金の額の算定基礎となるものである。 

 

(2) 標準収穫量は、年産ごと、組合員等ごと及び類区分ごとに、次式により算定する。 

 

ア 全相殺減収方式 

標準収穫量 ＝ 標準単収 × 栽培面積 

  

 ただし、帳簿全相殺減収方式にあっては、（4）のアにより標準単収が定められない場

合は、ウ（半相殺方式）又はエ（地域インデックス方式）の方法により算定された数量と

することができる。 

 

イ 全相殺品質方式 

標準収穫量 ＝ 標準単収 × 標準品質指数 × 栽培面積 

※標準品質指数： 

（出荷資料による場合） 

 基準年（ 近２か年）における出荷資料から算定した、地域における当該類区分等に

係る果樹の平均評点数（１kg 当たり販売価額）に対する当該組合員等の当該類区分等

に係る果樹の平均評点数（１kg 当たり販売価額）の比。 

（青色申告書等による場合） 

 組合員等ごと及び類区分等ごとに、 近５か年（隔年結果のある樹種は６か年）間に

収穫した当該類区分等に係る生食用仕向け及び加工用仕向けの数量及び価格から、次に

より算出する。 

 

 

 

標準品質指数 ＝ 

 

生食用仕向けの平均数量 

加工用仕向けの平均数量 

＋ 

× 

 

加工用仕向けの指数 

 

生食用仕向けの平均数量 

 

＋ 

 

加工用仕向けの平均数量 

 

ウ 半相殺方式 

標準収穫量 ＝ 樹園地別標準収穫量の合計 

※類区分等に係る収穫量を出荷資料、青色申告書等又は確定申告関係書類により確認でき

る場合は、アの方法により算定することができる。 

 

エ 地域インデックス方式 

標準収穫量 ＝（標準単収 × 樹齢構成係数 × 統計単位地域ごとの栽培面積）の合計 
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※樹齢構成係数：統計単位地域ごと、組合員等ごと及び類区分ごとに、樹齢別の単収比

（平均単収に対する各樹齢の単収）を樹齢別の栽培面積を重みとして加重平均した値 

 

(3) 樹園地別標準収穫量 

 樹園地別標準収穫量は、果実の年産ごと、樹園地ごと及び類区分等ごとに、次式により算定

する。 

 

 

樹園地別 

標準収穫量  

 

 

＝ 

 

 

 

 

 

 

 

年産別標準

収量表によ 

る樹齢ごと

の標準単収 

 

 

× 

 

 

樹齢ごとの

栽培面積 

（又は植栽

本数） 

 

 

 

 

 

 

 

 の合計 × 

 

 

 

損害評 

価実績 

 

 

 

× 

 

 

 

高接ぎ・

損傷係数 

 

※高接ぎ・損傷係数：組合員等が栽培する果樹について高接ぎ、樹体の損傷等があった場

合に、台木の樹齢、高接ぎの方法、高接ぎ後の経過年数、樹体の損

傷程度、損傷後の経過年数等を参酌して定める係数。 
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 なお、半相殺方式の樹園地別標準収穫量に係る具体的な事務手続きの流れは以下のとおり。 

順 序 決 め 方

農林水産省経営局長は、毎年、収穫共済の共済目的の

種類ごとに、農林水産統計資料等の最近５か年中中庸

農 林 水 産 省 ３か年（隔年結果がある場合には６か年中中庸４か

年）平均の10アール当たり収穫量を基礎に都道府県ご

との10アール当たり収穫量を決定し、通知する。

知事は、類区分ごとに、組合等ごとの農林水産統計資

料その他関係機関が作成した果樹に関する資料の最近

５か年中中庸３か年平均の10アール当たり収穫量及び

栽培面積により、組合等別に10アール当たり収穫量を

都 道 府 県 決定し、通知する。

なお、この通知する組合等の10アール当たり収穫量の

平均は、農林水産省経営局長の通知10アール当たり収

穫量に一致しなければならない。

組合等は、類区分等ごと及び引受けの対象となった樹

園地ごとに、当該樹園地の樹齢ごとの面積（又は植栽

本数）に知事が通知した10アール当たり収穫量に一致

農 業 共 済 組 合 等 するように定めた年産別標準収量表の樹齢ごとの10ア

ール当たり（又は１本当たり）収穫量を乗じて得た収

穫量（園地条件、肥培管理状況が把握できるときは、

農業者 その状況を加味した収穫量）を基礎に樹体状況（高接農業者

ぎ等）及び損害評価実績を参酌して標準収穫量を定め

樹 樹 樹 樹 る。なお、短縮方式にあっては、当該短縮期間内にお

園 園 園 園 いて果実の減収が見込まれる被害分を差し引く方法に

地 地 地 地 より定める。

 

※標準収量表とは、果樹は永年性作物の特性から生長に応じて収穫量が増大し、盛果期を過ぎる

と次第に減退していくものであることにかんがみ、この樹齢に応じた 10 アール当たり及び１

本当たりの標準的収穫量を表にしたものである。 

※この標準収量表は、組合等の区域について類区分ごと（品種、地域又は栽培条件、植栽形態等

により平均的な収穫量に差があるときは、その要因ごと）に作成するものであり、年産ごとの

標準収量表は樹齢別結果樹面積を重みとした類区分ごと及び組合等ごとの平均値が知事が指示

した 10 アール当たり収穫量に一致するように定める。また、この標準収量表は一般に３年ご

とに作成する。 
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  標準収穫量グラフの例（うんしゅうみかん１類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 標準単収 

ア 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 

 組合員等ごと及び類区分等ごとに 近５か年（隔年結果がある樹種は６か年）の出荷資料、

青色申告書等及び確定申告関係書類から年産ごとの 10 アール当たり収穫量を算出し、５か

年中中庸３か年（隔年結果がある場合は６か年中中庸４か年、６か年分の 10 アール当たり

収穫量が得られない場合は 近 4 か年中中庸２か年）の平均 10 アール当たり収穫量を算出

する。当該平均 10 アール当たり収穫量に樹齢構成の変化等による収穫量の伸び率を乗じて

10 アール当たり標準収穫量を定めたものを標準単収とする。 

 標準単収に当該組合員等の当該類区分等ごとの栽培面積を乗じて得た収穫量を基礎に樹体

の状況（高接ぎ等）を参酌して標準収穫量を定める。 

 ただし、帳簿全相殺減収方式にあっては、 近５か年分の年産ごとの 10 アール当たり収

穫量が得られないときは、次の方法により平均 10 アール当たり収穫量を算出し、当該平均

10 アール当たり収穫量を標準単収とする。この場合、樹齢構成の変化等による収穫量の伸

び率は乗じない。 

(ア) 近４か年分の年産ごとの 10 アール当たり収穫量が得られるときは、組合員等ごと及び

類区分等ごとに 近４か年中中庸２か年の平均 10 アール当たり収穫量 

(イ) 近４か年分の年産ごとの 10 アール当たり収穫量が得られないときは、欠ける年産の 10

アール収穫量を統計単収等で補完※したうえで組合員等ごと及び類区分等ごとに５か年中中

庸３か年（隔年結果がある場合は、６か年中中庸４か年）の平均 10 アール当たり収穫量 

  

 ※欠ける年産の 10 アール収穫量の補完方法は以下のとおり。 

① 統計単位地域の統計単収（当該統計地域の統計単収が得られない場合は、全国の統

計単収） 

  ただし、当該申込者が収穫共済に加入して損害通知を行っていた場合は、当該申込

者の損害評価実績の収穫量を当該申込者の栽培面積で除して得られる数量とする。 

② ①によって算定できない場合は、組合等に属する組合員等（全相殺減収方式、全相
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殺品質方式及び災害収入共済方式の加入者に限る。）の収穫量の合計を当該組合員等

の栽培面積の合計で除して得られる数量 

 

イ 地域インデックス方式 

 組合等は、年産ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごとに統計単位地域における統計単収

の過去５か年中中庸３か年（うんしゅうみかんについては過去６か年中中庸４か年）の平均

値を標準単収とする。 

 なお、統計単収の全部又は一部が欠ける年産がある場合は、統計データが必要年数分揃う

までは、全国の統計単収を用いる。 
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９．災害収入共済方式の基準生産金額（法 148④、規則 124） 

(1) 基準生産金額とは、その年の天候を平年並みとし、肥培管理なども普通一般並みに行われた

としたときに得られる平年的な生産金額である。 

 基準生産金額は、災害収入共済方式において、共済金額や共済掛金の額の算出基礎となり、

また、共済金の額の算出基礎となるものである。 

 

(2) 基準生産金額は、年産ごと、組合員等ごと及び類区分ごとに、 近５か年の出荷資料又は青

色申告書等により、次式により算定する。 

 

基準生産金額 ＝ 10 アール当たり基準生産金額 × 栽培面積 

※10 アール当たり基準生産金額  

＝ 平均 10 アール当たり生産金額 × 樹齢構成の変化に係る係数 × 高接ぎ・損傷係数 

※平均 10 アール当たり生産金額 

＝ 各年の 10 アール当たり生産金額の平均値（５か年中中庸３か年平均） 

※10 アール当たり生産金額  

＝ 当該組合員等の類区分ごとの生産金額 ／ 当該組合員等の類区分ごとの栽培面積 

※当該組合員等の類区分ごとの生産金額  

＝ 総販売金額 － 必要経費 

 

 

 

10．共済金額（法 148①⑥、規則 120、121、123、125、126） 

 共済金額は、次式により算定する。 

(1) 収穫共済 

ア 全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに、標準収穫金額の合計の 40％以上補償限度割合以下の範

囲内で組合員等が選択した金額 

※標準収穫金額 ＝ 果実のキログラム当たり価額 × 標準収穫量 

 

（例）りんご１類で 70％を選択 

（１kg 当たり価額）   （標準収穫量）   （標準収穫金額） 

１群    130 円  ×   3,000kg   ＝   390,000 円 

２群    280 円  ×   2,000kg   ＝   560,000 円 

 

                  計 ――           5,000kg       950,000 円 

 

（標準収穫金額）    （選択割合）    （共済金額） 

    950,000 円  ×     70％   ＝    665,000 円 

 

※果実のキログラム（１kg）当たり価額は、 近４か年中の中庸２か年平均の農家手取価格
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を基礎にして、類区分等ごとに、法第 148 条第２項の規定に基づき、都道府県の区域を適

用地域として、農林水産大臣が定める金額である。 

なお、帳簿全相殺減収方式の果実のキログラム当たり価額は次のとおりとする。 

①  近４か年における果実の年産ごと類区分等ごとの平均的なキログラム当たり販

売金額について組合員等の確定申告関係書類により把握できる場合は、当該金額と

法 148 条第２項の規定に基づき、全国を適用地域として共済目的の種類ごとに農林

水産大臣が定める金額のいずれか低い金額 

② 近４か年における果実の年産ごと類区分等ごとの平均的なキログラム当たり販売

金額について確定申告関係書類により把握できない場合 

ⅰ 当該果実について細区分が定められている場合にあっては、次の算式により算出し

た金額 

 

 
果実のキロ

グラム当た 
り価額 

 

 

 

 

 
 

＝ 

 

 

 

 

 

 
Σ 

 

 

 

 

組合員等が栽培する品種が
属する細区分ごとに法第

148 条第２項の規定に基づ
き、都道府県の区域を適用

地域として農林水産大臣が
定める金額 

 
× 

 

 

 

 

 
当該品種が属する

細区分ごとの 
栽培面積 

 

 

当該品種が属する細区分ごとの栽培面積の合計 

     ⅱ 当該果実について細区分が定められていない場合にあっては、法第 148 条第２項の

規定に基づき、都道府県の区域を適用地域として農林水産大臣が定める金額 

 

イ 地域インデックス方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに、標準収穫金額の 40％以上補償限度額割合以下の範囲内

で組合員等が選択した金額 

 ※ 標準収穫金額 ＝ 果実のキログラム当たり価額 × 標準収穫量 

        ※キログラム当たり価額は次のとおりとする。 

     ⅰ 当該果実について細区分が定められている場合にあっては、次の算式により算出し

た金額 

 

 
果実のキロ

グラム当た 
り価額 

 

 

 

 
 

＝ 

 

 

 

 

 
Σ 

 

 

 

組合員等が栽培する品種が
属する細区分ごとに法第

148 条第２項の規定に基づ
き、都道府県の区域を適用

地域として農林水産大臣が
定める金額 

 
× 

 

 

 

 
当該品種が属する

細区分ごとの 
栽培面積 

当該品種が属する細区分ごとの栽培面積の合計 

    ⅱ 当該果実について細区分が定められていない場合にあっては、法第 148 条第２項の規

定に基づき、都道府県の区域を適用地域として農林水産大臣が定める金額 
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ウ 災害収入共済方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに、基準生産金額の 40％以上共済限度額以下の範囲内にお

いて組合員等が選択した金額 

 

(2) 樹体共済 

 組合員等ごと及び共済目的の種類ごとに、共済価額（標準収穫金額に樹齢ごとの換算係数を

乗じた額）の 40％以上 80％以下の範囲内において組合員等が選択した金額 

 

（例）樹齢区分がある場合（うんしゅうみかん１類）で 80％を選択 

                             （注） 

（樹齢区分ごとの標準収穫金額） （樹齢ごとの換算係数）  （共 済 価 額） 

    ７年生   150,000 円    ×    7.4    ＝   1,110,000 円 

      18 年生   200,000 円    ×    5.4    ＝   1,080,000 円 

 

      計   350,000 円 ――           2,190,000 円 

 

         （共済価額）       （選択割合）     （共済金額） 

         2,190,000 円    ×    80％    ＝   1,752,000 円 

 

（注）樹齢ごとの換算係数とは、樹体の価額と標準収穫金額（収穫共済と同様の方法によ

る。）との割合を、樹齢ごと（５年刻み）に係数化したものであって農林水産大臣が定め

る。この場合の樹体の価額は、育成に要した費用の額や将来の期待収益を勘案して算出し

ている。 

 

※共済金額は、共済責任期間内に共済事故により被害が生じた場合に組合等が支払う共済金の

高限度額であって、この金額の範囲内で損害の程度に応じて共済金が支払われる。また、共済

掛金もこの金額を用いて算定される。 
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11．共済掛金（法 116、149、規則 73①④⑥、127、128） 

(1) 共済掛金 

 共済掛金 ＝ 共済金額 × 共済掛金率 

 

(2) 共済掛金率 

 共済掛金率は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲

内において事業規程等で定める。 

※基準共済掛金率（共済掛金区分等ごと及び危険段階ごと）は、その率を危険段階ごとの共済

金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が農林水産大臣が定める共済掛金標準率

（共済掛金区分等ごと）に一致するように、組合等が定める。 

※農林水産大臣が定める共済掛金標準率は、過去 20 年間の被害率を基礎とし、組合等の積立

金の水準に応じた調整を行って定める。 

※農林水産大臣が定める共済掛金標準率は、３年ごとに一般に改定する。 

 

(3) 危険段階別共済掛金率の設定・適用 

 危険段階別共済掛金率は、共済掛金標準率の改定に合わせて、３年ごとに設定する。 

 組合員等に適用する危険段階は、組合員等ごとの共済金の受取状況に応じて、毎年判定する。

（詳細はＰ48 を参照） 

 

(4) 共済掛金の払込み 

 組合等との間に果樹共済の共済関係の成立した者は、果樹共済の共済責任期間の開始前で事

業規程等で定める日までに共済掛金を組合等に支払わなければならない。 

 ただし、組合員等の申請に基づき、共済掛金の延納を認める場合は、事業規程等で定める日

までとする。また、事業規程等において共済掛金の分納を定めた場合、組合員等の申請に基づ

き、共済掛金を２回に分割して払うことができる。 
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％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

70 4.4920 5.6650 7.0340 5.8810 3.9020 2.9880 5.4040 4.1230

60 3.6420 2.9810 3.7250 3.0440 2.6080 2.1960 2.6870 1.9770

50 3.3170 1.3890 1.7550 1.3830 1.8020 1.6610 1.7790 1.0390

70 - - - - - - 5.4980 -

60 - - - - - - 2.7500 -

50 - - - - - - 1.8200 -

70 4.7210 5.8520 7.5140 6.1210 3.9050 3.1170 5.7140 4.6450

60 2.3840 3.0670 3.9700 3.0880 2.4120 1.4490 2.7780 2.1170

50 1.0930 1.4630 1.7750 1.4330 1.8200 0.7830 1.8340 1.0790

70 4.1220 - - - 3.5280 2.7980 4.9070 3.7850

60 2.0500 - - - 2.1420 1.3760 2.3620 1.7620

50 0.9290 - - - 1.5660 0.6680 1.5260 0.8840

90 1.3170 - - - 0.7830 0.9080 1.8580 1.7290

80 0.4350 - - - 0.2250 0.1320 0.8030 0.4480

70 0.0990 - - - 0.0940 0.0250 0.2810 0.0510

80 3.9750 5.9860 6.8640 5.6130 - 2.7830 4.8030 3.3040

70 2.5240 3.5420 4.7840 3.7900 - 1.2500 3.2970 2.1520

60 1.3540 1.9390 3.2140 2.3410 - 0.5850 2.3360 1.4780

－ 0.2720 - - 0.1450 1.1990 0.8280 0.8350 3.6500

（注）農業者負担は当該率の50％

（参考）

共済掛金標準率の全国平均

いよかん
指定

かんきつ
ぶどう なし もも補償

限度
割合

収
穫

共
済

全相殺減収方式

全相殺品質方式

半相殺方式
（一般）

半相殺方式
（短縮）

りんご

樹体共済

引受方式

うんしゅ
うみかん

なつみか
ん

地域インデッ
クス方式

災害収入共済
方式
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％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

70 8.6340 10.1590 5.1690 8.2660 7.9120 7.6010 4.3060 -

60 5.8010 7.2400 3.4870 6.1830 5.2840 4.6920 2.4100 -

50 3.6300 5.3810 2.2470 2.6590 3.2300 2.9120 1.4560 -

70 - - 5.3820 - - - - -

60 - - 3.5540 - - - - -

50 - - 2.3090 - - - - -

70 9.0250 11.0310 5.4690 8.4790 8.2050 8.1560 4.5110 -

60 4.7360 7.7850 2.9440 5.5880 5.5110 5.2500 2.5810 -

50 3.0100 5.8360 1.5730 3.7140 3.9930 3.3540 1.5690 -

70 7.7910 9.4520 4.7580 7.4680 7.0040 6.9600 - -

60 3.6900 6.5220 2.3720 5.0400 4.5350 3.2600 - -

50 2.2980 4.8040 1.2430 3.4190 2.7760 2.0620 - -

90 1.8070 5.2870 1.7710 2.3030 2.4410 2.6220 1.7490 0.8350

80 0.7680 3.3810 0.8830 1.2360 1.0950 1.0640 0.6560 0.3100

70 0.1510 2.2540 0.4420 0.7290 0.2730 0.3720 0.1360 0.0050

80 - - 5.2670 - 6.9100 7.4670 4.0460 -

70 - - 3.6920 - 4.8820 5.3870 2.5950 -

60 - - 2.4450 - 3.3880 3.9000 1.5990 -

－ 1.4800 - 0.1020 - - - 2.6850 -

半相殺方式
（短縮）

地域インデッ
クス方式

災害収入共済
方式

樹体共済

全相殺減収方式

全相殺品質方式

半相殺方式
（一般）

収
穫

共
済

引受方式
補償
限度
割合

キウイフ
ルーツ

パイン
アップル

おうとう びわ かき くり うめ すもも



 

 27 

12．共済掛金の国庫負担（法 13） 

 国庫は、類区分ごとに、組合員等が支払うべき共済掛金のうち、共済金額に基準共済掛金率

（防災施設割引の対象となる場合は、基準共済掛金率 ×（１－防災施設割引率））を乗じて得

た金額の２分の１に相当する金額を負担する。 

 

（例）うんしゅうみかん１類（半相殺減収総合一般方式） 

（共 済 掛 金）  （ 共 済 金 額 ）   （ 共 済 掛 金 率 ） 

     16,618 円   ＝   245,000 円   ×    6.783％ 

（国庫負担共済掛金）  （ 共 済 掛 金 ）   （ 国 庫 負 担 率 ） 

      8,309 円   ＝   16,618 円   ×    1/2 

（農家負担共済掛金）  （ 共 済 掛 金 ）   （ 国 庫 負 担 共 済 掛 金 ） 

      8,309 円   ＝   16,618 円   －    8,309 円 

 

 

 

13．基準収穫量（法 150①③、規則 132、133） 

(1) 基準収穫量は、隔年結果の状況を考慮し、標準収穫量を調整したものであり、全相殺減収方

式、全相殺品質方式、半相殺方式及び地域インデックス方式において被害があったときに、損

害評価の基準として支払共済金の額の算定の基準となるものである。 

  また、災害収入共済方式においては被害があったとき、減収又は品質の低下があったか否か

を判断する基準となるものである。 

 

(2) 基準収穫量の設定方法は方式ごとにおおむね次のとおりである。 

ア 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 

 組合員等ごと及び類区分等ごとに、当該引受けに係る年産の前年産の果実の出荷資料、青

色申告書等又は確定申告関係書類が明らかになった時点で次のとおり算定した数量とする。 

(ｱ) 隔年結果による変動がないと認められる場合 

基準収穫量 ＝ 標準収穫量 

 

(ｲ) 隔年結果による変動があると認められる場合 

基準収穫量 ＝ 標準収穫量 × 変動係数 

※変動係数は、組合員等ごと及び類区分等ごとに、 近６か年の 10 アール当たり収穫

量から、次のとおり算定する。 

ａ 当該年産が表年の場合 

変動係数 ＝ １ ＋ 平均変動率 

ｂ 当該年産が裏年の場合 

変動係数 ＝ １ － 平均変動率 

 

 

※平均変動率は、組合員等ごと及び類区分等ごとに、次のとおり算定する。 
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ⅰ 近６か年の 10 アール当たり収穫量から算定する場合 

 

 

 

 

平均変動率 

 

 

 

 

 

＝ 

 

 

 

 

 

各年産間の収穫量の変動幅のうち 高及び 低の変動幅を

除く３つの変動幅の平均値 

２ 

 

近６か年中中庸４か年の単純算術平均した 10 アール当たり収

穫量 

 

ⅱ 近５か年の 10 アール当たり収穫量から算定する場合 

 

 

 

 

平均変動率 

 

 

 

 

 

＝ 

 

 

 

 

 

各年産間の収穫量の変動幅のうち 高及び 低の変動幅を

除く２つの変動幅の平均値 

２ 

 

近４か年中中庸２か年の単純算術平均した 10 アール当たり収

穫量 

 

 

イ 半相殺減収総合方式 

 共済責任期間の開始後開花期までの間に類区分等ごと及び引受けの対象となった樹園地ご

とに、園地条件、肥培管理及び隔年結果の状況のほか、損害評価実績及び高接ぎ、樹体の損

傷等を勘案して標準収穫量を調整して定める。 

 なお、類区分等ごと及び樹園地ごとの基準収穫量を類区分ごとに当該組合等について合計

して得られる数量は、当該樹園地の当該類区分等に係る標準収穫量を同様に合計して得られ

る数量に 100 分の 110 を乗じて得られる数量を超えない範囲内となるようにしなければなら

ない。 

 ただし、特定組合等以外の組合等にあっては当該組合等が属する都道府県連合会に、特定

組合等にあっては農林水産大臣に協議し、その同意を得た場合は、この限りではない。 

 

ウ 地域インデックス方式 

 統計単位地域ごと及び類区分ごとに、当該引受けに係る年産の前年産の統計単収が明らか

になった時点で算定した数量とする。 

 

 うんしゅうみかん以外の果樹 

基準収穫量＝標準収穫量 

 

うんしゅうみかん 

統計単位地域ごと及び類区分ごとにアの(ｲ)に準じて定める。 
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エ 災害収入共済方式 

 組合員等ごとに、当該引受けに係る年産の前年産の果実の出荷資料又は青色申告書等が明

らかになった時点で、次式のとおり算出した数量とする。 

 

基準収穫量 ＝ 基準単収 × 栽培面積 × 変動係数 × 基準品質指数 

※基準単収： 近５か年（隔年結果がある樹種は６か年）の出荷資料又は青色申告書等か

ら平均的な 10 アール当たり収穫量を算定し、それに樹齢構成の変化等によ

る収穫量の伸び率を乗じて定める。 

※基準品質指数：出荷資料により収穫量を算定する場合は基準年（ 近２か年）の出荷資

料から算定した地域の１kg 当たり平均価格に対するその組合員等の１

kg 当たり平均価格の比。青色申告書等により収穫量を算定する場合は

８の(2)のイの標準品質指数（青色申告書等による場合）に準じて算出

する。 
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14．共済金の支払（法 150、規則 129、130、131、133、134、135、136） 

  組合等の支払う共済金は、次により算出する。 

(1) 収穫共済 

  ア 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 

 類区分ごと及び組合員等ごとに、共済事故による損害割合が 20％（又は 30％、40％）を

超えた場合に、次式により算定する。 

 支払共済金 ＝ 共済金額 × 支払割合＊ 

 

イ 半相殺減収総合方式 

 類区分ごと及び組合員等ごとに、共済事故による損害割合が 30％（又は 40％、50％）を

超えた場合に、次式により算定する。 

 支払共済金 ＝ 共済金額 × 支払割合＊ 

 

ウ 地域インデックス方式 

 類区分ごと、組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、共済事故による損害割合が 10％

（又は 20％、30％）を超えた場合に、次式により算定する。 

 支払共済金 ＝ 共済金額 × 支払割合＊ 

 

※損害割合 ＝ 減収量 ／ 基準収穫量 

（注）細区分を定めた類区分に係る損害割合 

損害割合 ＝ 減収金額 ／ 基準収穫金額 

※減収金額 ＝ 基準収穫金額 － 実収穫金額 

※基準収穫金額  

＝（当該細区分に係る基準収穫量 × 当該細区分に係る果実のキログラム当たり

価額）の合計 

※実収穫金額  

＝（当該細区分に係る実収穫量 × 当該細区分に係る果実のキログラム当たり価

額）の合計 
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＊支払割合 

アからウにおける支払割合は次のとおり。 

 

 

 

 

損害割合に応じた共済金の支払割合（支払開始割合が 30％の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

 

 

損害割合（％）  

 

 

 

 

 

 

30％超 

30.5％未

満 
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35 

 

 

40 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

100 

 

共済金 

支払割合

(％) 

 

0.4 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

29 

 

 

43 

 

 

57 

 

 

71 

 

 

86 

 

 

100 

 

 

（例）りんごの１類（支払開始割合が 30％の場合） 

 

（共済金）  （共済金額）  （支払割合） 

192,850 円 ＝  665,000 円  × 29％（50％の損害割合の場合） 

 

                 基  準      １ 群 の      １群の１kg      ２ 群 の     ２群の１kg     

                 収穫金額      実収穫量      当たり価額      実収穫量     当たり価額     

    5 0 ％ の    950,000 円 －（ 1,500kg  ×    130 円     ＋   1,000kg  ×    280 円）   
            ＝  

    損害割合                 950,000 円 

 

 

支払開始割合 

 

 

共済金支払割合 

 

10％ 10／９×損害割合－１／９ 

20％ ５／４×損害割合－１／４ 

30％ 10／７×損害割合－３／７ 

40％ ５／３×損害割合－２／３ 

50％ ２×損害割合－１ 

％

％

損　　害　　割　　合

100

0 10 20 30 40 50

50

40

30

20

90

80

70

60

60 70 80 100

支
　
払
　
割
　
合

90

10
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エ 災害収入共済方式 

 類区分ごと及び組合員等ごとに、品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回るときに、

次式により算定する。 

 

支払共済金 ＝〔共済限度額（基準生産金額×８割（又は７割、６割）） 

－ 当該年産の生産金額〕× 共済金額／共済限度額 

 

      （例）                                                         共済金額   

              （共済金）   （共済限度額）   （生産金額） 共済限度額        

                                                                 

                                   600,000 円 

              225,000 円  ＝ （ 800,000 円  －  500,000 円） × 800,000 円 

                                    

                        （50％損害のとき） 

 

（注）共済金額は基準生産金額の 80％を限度としたとき、この例の場合は基準生産金額

が 1,000,000 円であるので、共済限度額はその 80％、つまり、800,000 円となる。ま

た、この例は共済限度額 800,000 円であるのに対し、共済金額 600,000 円を組合員等

が選択した場合である。 

（注）当該年産の収穫量に加味する品質指数は、基準年次の地域の１キログラム（１粒）

当たり評点数に対する評価年の組合員等の１キログラム（１粒）当たり評点数の値に

分割品質指数を加えたものである。 
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(2) 樹体共済 

 樹体共済の共済目的の種類ごとに、損害額が 10 万円又は共済価額の１割のいずれか小さい

金額を超える損害があった組合員等に対し、次式により算定する。 

 

支払共済金 ＝ 損害額 × 共済金額 ／ 共済価額  

※損害額 ＝（類区分等ごと及び樹齢区分別の果樹ごとの全損換算本数 

× 類区分等ごと及び樹齢区分別の果樹ごとの１本当たり価額）の合計 

 

※類区分等ごと及び樹

齢区分別の果樹ごと

の全損換算本数 

 

＝ 

 

 

 

 

 

損害程度別本数 

 

 

× 

 

 

損害程度(中央値) 

 

 

 

 

 

の合計 

 

 

※類区分等ごと及び樹

齢区分別の果樹ごと

の１本当たり価額 

 

＝ 

 

当該類区分等及び樹齢区分別の果樹ごとの価額 

 

当該類区分等及び樹齢区分別の果樹の引受本数 

 

（例） 

樹齢区分のある場合（うんしゅうみかん１類） 

                                                           共済金額     

          （共済金）   （損害額）                   共済価額   ……… 付保割合 

                                                                

                                 共済価額 219 万    1,752,000 円 

         872,00 円 ＝1,090,000 円  円の 50％損害    × 2,190,000 円  

                                           

 

 

                        ７年生１本当      全  損    18 年生１本当     全  損
 

          （損害額）    たり共済価額      換算本数  たりの共済価額   換算本数
 

                                                                          
 

      1,090,000 円  ＝ 5,500 円   ×  100 本  ＋  10,800 円    ×  50 本
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15．損害評価（法 130 二三、131、172、規則 81①五、82、174） 

(1) 組合等への損害通知 

ア 事故発生通知 

 組合員等は、共済目的に共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨を組合等に通知し

なければならない。 

 

イ 損害通知 

 組合員等は、次のとおり共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、収穫期

（樹体共済にあっては共済責任期間の終期）において、組合等の指定する時期までに被害を

受けた樹園地の全てにつき、災害の種類、発生年月日及び発生した場所、収穫予定年月日そ

の他災害の状況等（半相殺減収総合方式にあっては見込収穫量を含む。）を組合等に通知し

なければならない。 

(ｱ) 収穫共済 

ａ 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに基準収穫量の２割（又は３割、４割）を超える被害

（全相殺品質方式にあっては品質を加味したもの。）があったと認めるとき。 

ｂ 半相殺減収総合方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに基準収穫量の３割（又は４割、５割）を超える被害が

あったと認めるとき。 

ｃ 地域インデックス方式 

 組合員等ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごとに、共済事故による果実の減収があ

ったと認めるとき。 

ｄ 災害収入共済方式 

 組合員等ごと及び類区分ごとに、共済事故による果実の減収又は品質低下があったと

認めるとき。 

 

(ｲ) 樹体共済 

 樹体共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに共済事故により 10 万円（共済価額

の 10 分の１に相当する金額が 10 万円に満たないときは、当該相当する金額）を超える損

害があったと認めるとき。 

 

 

(2) 組合等における損害の額の認定 

ア 収穫量等の調査 

(ｱ) 収穫共済 

ａ 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 

(a) 共済事故確認調査 

 組合等は、収穫期において、損害通知のあった組合員等の被害樹園地の全て及び無

被害樹園地の一部について、共済事故の発生状況を確認するとともに、分割減収量が

認められた場合には分割評価を行う。 
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 共済事故確認調査を行っていない無被害樹園地の分割割合は、共済事故確認調査を

行った無被害樹園地の平均分割割合を一律に適用する。 

 

(b) 組合員等ごとの収穫量の調査 

 組合等は、組合員等ごとの収穫量を把握するため、次の調査を行う。 

① 出荷数量等調査 

 組合等は、収穫期において、出荷団体等が保管する帳簿、伝票等を閲覧し、又は

出荷団体等から必要な資料の提示を受けて、収穫量を調査する。 

 

② 青色申告書等調査 

 組合等は、損害通知のあった組合員等から次の書類を提出させ、収穫量を把握す

る。 

ⅰ 個人の場合：次のいずれかの書類 

一 農産物受払帳の写し及び収穫量の類区分等別内訳書 

二 所得税青色申告決算書（農業所得用）の損益計算書及び収入金額の内訳の

写し、所得税の確定申告書（第一表）の写し及び販売金額等の品目別内訳書 

ⅱ 法人の場合 

 損益計算書、法人税確定申告書（別表一、別表四）の写し及び販売金額等の

品目別内訳書 

 

③ 確定申告関係書類調査 

 組合等は、損害通知のあった組合員等から次の書類を提出させ、収穫量を把握す

る。 

ⅰ 個人の場合 

  収支内訳書（農業所得用）の写し、農産物の収穫に関する事項を記載した帳簿

の写し及び販売金額等の品目別内訳書 

ⅱ 法人の場合 

 損益計算書、法人税確定申告書（別表一、別表四）の写し、棚卸表（当事業

年度及び前事業年度に係るもの）、農産物の売上に関する事項を記載した帳簿

の写し及び販売金額等の品目別内訳書 

 

④ 収穫量検証調査 

 組合等は、必要があると認めるときは、青色申告書等調査又は確定申告関係書類

調査に基づく収穫量を検証するため、収穫期において、収穫量検証調査を行う。 

〔調査対象者〕 

ⅰ 青色申告書等又は確定申告関係書類に基づき、当該組合員等の収穫量を調

査することとなって以降、初めて損害通知を行った者 

ⅱ 同一市町村内の他の組合員等からの損害通知が僅少な場合に損害通知を行

った者 
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(c) 貯蔵場所調査 

 組合等は、損害通知のあった組合員等の貯蔵場所の全てについて果実の貯蔵状況を

調査し、共済事故以外の原因により腐敗した果実、す上がりした果実等がある場合は

これを見積もり、組合員等ごとにこの数量を取りまとめ、分割減収量とする。 

 

ｂ 半相殺減収総合方式 

(a) 農家申告抜取調査 

 組合等は、組合員等から損害通知を受けたときは、全ての被害樹園地に係る生果と

傷果別の見込収穫量を申告させる。 

 組合等は、収穫期において、損害通知のあった組合員等ごとに被害樹園地（収穫皆

無樹園地を除く。）の一部を被害状況等を勘案して任意に抽出（調査樹園地数は下表

のとおり）して、収穫量を検見又は実測の方法により調査する。 

〔被害樹園地の調査園地数〕 

対象 

樹園地数 

抜取 

樹園地数 

対象 

樹園地数 

抜取 

樹園地数 

対象 

樹園地数 

抜取 

樹園地数 

１～３ 全樹園地 22～24 ８ 40～42 14 

４～９ ３ 25～27 ９ 43～45 15 

10～12 ４ 28～30 10 46～48 16 

13～15 ５ 31～33 11 49～51 17 

16～18 ６ 34～36 12 52 以上 18 

19～21 ７ 37～39 13   

 

 なお、調査を行わなかった樹園地は、次により組合員等から申告させた収穫量を修

正して、当該樹園地の収穫量とする。 

 調査を行わなかった樹園地の収穫量 ＝ 組合員等の申告収穫量 × 修正率 

          調査を行った樹園地の収穫量の合計 

※修正率 ＝                          

       調査を行った樹園地の組合員等の申告収穫量の合計 

 また、組合等は、農家申告抜取調査を行った樹園地につき分割評価を行い、農家申

告抜取調査を行っていない樹園地の分割割合は、当該調査を行った被害樹園地の平均

分割割合を一律に適用するとともに、収穫皆無樹園地は、全て調査する。 

 

(b) 抜取調査 

 損害評価地区を設定して抜取調査を行った場合において、１損害評価地区当たり９

樹園地を標準として任意に抽出して収穫量を検見又は実測の方法により調査する。 

 

ｃ 地域インデックス方式 

〔共済事故確認調査〕 

 組合等は、収穫期において、類区分ごと、組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、損
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害通知のあった組合員等の被害樹園地のうち１樹園地について、共済事故による損害の

発生状況を確認する。 

 

ｄ 災害収入共済方式 

(a) 共済事故確認調査 

 全相殺減収方式及び全相殺品質方式に準じて行う。 

(b) 組合員等ごとの収穫量の調査 

 組合等は、組合員等ごとの収穫量を把握するため、次の調査を行う。 

① 出荷数量等調査 

 組合等は、収穫期において、出荷団体等が保管する帳簿、伝票等を閲覧し、又は

出荷団体等から必要な資料の提示を受けて、被害組合員等ごとに出荷数量、品質及

び生産金額を調査する。 

② 青色申告書等調査 

 全相殺減収方式及び全相殺品質方式に準じて行う。 

③ 収穫量検証調査 

 全相殺減収方式及び全相殺品質方式に準じて行う。 

(c) 貯蔵場所調査 

 全相殺減収方式及び全相殺品質方式に準じて行う。 

 

(ｲ) 樹体共済 

 損害通知のあった組合員等について、共済責任期間の終期において、検見の方法によ

り、樹体共済の類区分等別、樹齢区分別及び損害程度別に損害程度別損害本数を調査し、

樹体共済の共済目的の種類ごとに及び組合員等ごとに損害額を求める。 

 

イ 当初評価高の当初認定 

(ｱ) 特定組合等以外の組合等 

 特定組合等以外の組合等は、収穫共済について損害評価会の意見を聴いて、全相殺減収

方式、全相殺品質方式及び半相殺方式にあっては組合員等ごとの減収量、地域インデック

ス方式にあっては組合員等ごと及び統計単位地域ごとの減収量、災害収入共済方式にあっ

ては組合員等ごとの生産金額の減少額を算定したうえで、損害の額並びに樹体共済につい

て組合員等ごとの損害額を認定する。 

(ｲ) 都道府県連合会への報告 

 特定組合等以外の組合等は、(ｱ)で認定した損害の額を連合会認定区分ごとに合計し、

都道府県連合会に報告する。 

(ｳ) 特定組合等 

 特定組合等は、政府保険認定区分ごとに、共済金の総額が当該区分に係る通常責任共済

金額を超える区分（「異常災害政府保険認定区分」という。）については、農林水産大臣

に対し、損害の額の認定を申請する。また、異常災害政府保険認定区分以外の政府保険認

定区分については、損害の額を農林水産大臣に報告する。 

 なお、特定組合等は、果樹政府保険区分ごとに、被害が僅少な場合その他の当該果樹政
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府保険区分に係る保険金が支払われないと見込まれる場合は、当該果樹政府保険区分に属

する異常災害政府保険認定区分について、農林水産大臣に対する認定の申請に代え、農林

水産大臣への報告とすることができる。 

 

(3) 都道府県連合会における損害の額の認定 

ア 抜取調査 

 都道府県連合会は、半相殺方式及び樹体共済にあっては、会員である組合等の調査結果を

検定するため、実測の方法又は実測及び検見の方法により、組合等が調査した樹園地のうち

から組合等ごとに一定数を任意に抽出し、抜取調査を行う。 

イ 当初評価高 

(ｱ) 当初評価高の当初認定 

 都道府県連合会は、収穫共済にあっては損害評価会の意見を聴いて、連合会認定区分ご

と及び組合等ごとの損害の額（「連合会当初評価高」という。）を認定する。 

(ｲ) 当初評価高の認定申請等 

 都道府県連合会は、政府再保険認定区分ごとに、当該区分ごとの損害の額が当該区分に

係る通常責任共済金額を超えると認める政府再保険認定区分（「異常災害政府再保険認定

区分」という。）については、農林水産大臣に対し、損害の額の認定を申請する。また、

異常災害政府再保険認定区分以外の政府再保険認定区分については、損害の額を農林水産

大臣に報告する。 

 なお、果樹再保険区分ごとに、被害が僅少な場合その他の当該果樹再保険区分に係る再

保険金が支払われないことが見込まれるときは、当該果樹再保険区分に属する異常災害政

府再保険認定区分について、農林水産大臣に対する認定の申請に代え、農林水産大臣への

報告とすることができる。 

 

(4) 農林水産大臣の損害の認定 

 農林水産大臣は、連合会当初評価高（特定組合等にあっては特定組合等当初評価高）を審査

し、都道府県連合会ごと及び政府再保険認定区分ごと（特定組合等にあっては特定組合等ごと

及び政府保険認定区分ごと）に認定する。 

 

(5) 損害評価高の決定 

ア ３段階制の場合 

(ｱ) 都道府県連合会 

 都道府県連合会は、連合会当初評価高のとおり農林水産大臣から認定を得た場合には、

連合会認定区分ごと及び会員である組合等ごとに損害の額を認定し、その旨を損害評価会

に報告するとともに、組合等に通知する。 

 なお、農林水産大臣の認定を受けられなかったときは、収穫共済にあっては損害評価会

の意見を聴いて、組合等ごと及び連合会認定区分ごとの減収量又は生産金額の減少額並び

に損害の額を修正し、改めて、農林水産大臣に損害の額の認定を申請する。 

(ｲ) 組合等 

 組合等は、組合等当初評価高のとおり都道府県連合会からの認定通知があったときは、
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そのまま損害の額を認定する。 

 都道府県連合会が認定した損害の額に係る減収量又は生産金額の減少額並びに損害の額

と比較し、組合等当初評価高を修正する必要がある場合は、都道府県連合会が認定した損

害の額に係る減収量又は生産金額の減少額並びに損害の額を超えないよう、都道府県連合

会から提示された修正率を農家申告抜取調査対象樹園地又は全樹園地調査の対象樹園地ご

とに一律に適用して組合等当初評価高における減収量又は生産金額の減少額並びに損害の

額を修正し、損害の額を認定する。 

 

 

イ ２段階制の場合 

 特定組合等は、組合等当初評価高のとおり農林水産大臣からの認定を得た場合には、政府

保険認定区分ごとにその損害の額を認定する。 

 なお、農林水産大臣の認定を受けられなかったときは、収穫共済にあっては損害評価会の

意見を聴いて、政府保険認定区分ごとの減収量又は生産金額の減少額並びに損害の額を修正

し、改めて、農林水産大臣に損害の額の認定を申請する。 
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損害の現地調査及び認定の手順（３段階制）（半相殺方式の例）

    　　　①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑪→⑫→⑬

⑨審査

⑦評価会に諮って損害の
　額の当初認定

⑤評価会に諮って
　損害の額の当初認定

← 被害樹園地

 ⑪ 終認定し、評価会に報告

（又は評価会に諮って再認定申請）

⑬
樹
園
地
（

又
は
組
合
員
等
）

ご
と
に

⑥
当
初
評
価
高
報
告

⑫
損
害
の
額
の
認
定

農業共済
組合連合会

①
損
害
通
知

農業共済組合

損
害
の
額
を
認
定

評価地区

農林水産大臣
（農林水産省）

⑧
当
初
評
価
高
報
告

⑩
損
害
の
額
の
認
定

諮　　問

答　　申

損害評価会

④連合会抜取調査

損害評価会

諮　　問

答　　申

③抜取調査

組合員等

②農家申告抜取
調査・全樹園地

調査

②農家申告抜取
調査・全樹園地

調査

評価地区
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損害の現地調査及び認定の手順（２段階制）（半相殺方式の例）

    　　　①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨

⑥審査

④評価会に諮って損害の
　額の当初認定

← 被害樹園地

①
損
害
通
知

農業共済組合
答　　申

評価地区 評価地区

損
害
の
額
を
認
定

⑨
樹
園
地
（

又
は
組
合
員
等
）

ご
と
に

組合員等

③抜取調査

②農家申告抜取
調査・全樹園地

調査

②農家申告抜取
調査・全樹園地

調査

⑧ 終認定し、評価会に報告

（又は評価会に諮って再認定申請）

農林水産大臣
（農林水産省）

⑤
当
初
評
価
高
報
告

⑦
損
害
の
額
の
認
定

諮　　問

損害評価会
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16．共済責任の分担（法 165、166、192、201、政令 21③、24，30③、33、36③、39、規

則 162、167、168、204、212、213、228、234） 

(1) 保険関係及び再保険関係の成立と単位 

 組合等と組合員等の間に共済関係が成立したときは、３段階制の場合にあっては、都道府県

連合会と組合等との間に保険関係が、政府と都道府県連合会との間に再保険関係が、２段階制

の場合にあっては、政府と特定組合等との間に保険関係が当然に成立する。 

 この保険関係及び再保険関係の単位は、次のとおり。 

ア ３段階制の場合 

(ｱ) 都道府県連合会と組合等との保険関係 

 果樹連合会保険区分ごと 

(ｲ) 都道府県連合会と政府との再保険関係 

 果樹再保険区分ごと 

イ ２段階制の場合（特定組合等と政府との保険関係） 

 果樹政府保険区分ごと 

 

(2) 責任分担 

ア ３段階制における果樹共済の責任分担 

(ｱ) 組合等と都道府県連合会の保険関係 

 元受けである組合等は、果樹連合会保険区分ごとに、次の金額を都道府県連合会の保険

に付し、残りの部分の責任を保有する。 
 

保険金額 ＝ 果樹異常責任共済金額 × 90％ 

＋（総共済金額 － 果樹異常責任共済金額 × 90％） 

× 果樹責任保険歩合（20～80％） 

※果樹異常責任共済金額 ＝ 総共済金額 － 果樹通常責任共済金額 

※果樹通常責任共済金額（果樹連合会保険区分ごと） 

＝ 総共済金額（共済掛金区分等、危険段階ごと） 

× 危険段階別果樹通常標準被害率（危険段階ごと） 

※危険段階別果樹通常標準被害率（危険段階ごと）  

＝ 果樹通常標準被害率（共済掛金区分等ごと） 

× 基準共済掛金率（危険段階ごと）／ 共済掛金標準率（共済掛金区分等ごと） 

※果樹通常標準被害率（共済掛金区分等ごと） 

＝ 果樹各年被害率の標準的な水準を勘案して農林水産大臣が定める。 

※果樹責任保険歩合 ＝ 20％～80％（農林水産大臣定める割合） 

 

(ｲ) 保険料 

 保険料は、果樹連合会保険区分ごとに、次の金額とする。 
 

保険料 ＝ 果樹異常責任共済掛金 × 90％ 

＋（共済掛金総額 － 果樹異常責任共済掛金 × 90％） 

× 果樹責任保険歩合（20～80％）） 
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※果樹異常責任共済掛金（果樹連合会保険区分ごと）  

＝ 総共済金額（共済掛金区分等、危険段階ごと） 

× 危険段階別果樹保険料基礎率（危険段階ごと） 

※危険段階別果樹保険料基礎率（危険段階ごと） 

＝ 保険料基礎率（共済掛金区分等ごと） 

× 基準共済掛金率（危険段階ごと）／共済掛金標準率（共済掛金区分等ごと） 

※保険料基礎率（共済掛金区分等ごと） 

＝ 果樹異常各年被害率を基礎として農林水産大臣が定める。 

 

(ｳ) 保険金の支払 

 都道府県連合会の支払う保険金は、果樹連合会保険区分ごとに次により算出する。 

ａ 通常災害組合等の場合 

保険金 ＝ 総共済金 × 果樹責任保険歩合 

ｂ 異常災害組合等の場合 

保険金 ＝（総共済金 － 果樹通常責任共済金額）× 90％ 

＋｛総共済金 －（総共済金 － 果樹通常責任共済金額）× 90％｝ 

× 果樹責任保険歩合 

 

(ｴ) 都道府県連合会と政府の再保険関係 

 都道府県連合会は、果樹再保険区分ごとに、次の金額を政府の再保険に付す。 

 

再保険金額 ＝ 果樹異常責任共済金額 × 90％ 

 

 

(ｵ) 再保険料 

 再保険料は、果樹再保険区分ごと及び組合等ごとに次の金額とする。 

 

再保険料 ＝ 果樹異常責任共済掛金 × 農林水産大臣が定める係数 × 90％ 

 

(ｶ) 再保険金の支払 

  政府が支払う再保険金は、果樹再保険区分ごと及び組合等ごとに、次により算出する。 

 

再保険金 ＝（総共済金 － 果樹通常責任共済金額）× 90％ 
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 責任分担図（３段階制） 

 

（保険関係）       （再保険関係） 

組 合 等      都道府県連合会 政 府 

果樹連合会保険区分ごと   果樹再保険区分ごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10% 

 

         r 
 

                     90％ 

 

 

 

 

 

組 

合 

等 

 

 

 

 

県 

連 

合 

会 

 

 

 

 

政府 

 

 

 

 

 

 

    果樹異常責任 

  共済金額 

 

    通常標準 

  被害率（ｑ） 

 

    果樹通常責任 

  共済金額 

 

 

 

組合等 

 

 

 

 

県連合会 

 

 

 

果樹責任保険歩合（ｒ：20％～80％） 
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イ ２段階制における果樹共済の責任分担 

(ｱ) 特定組合等と政府の保険関係 

  特定組合等は、果樹政府保険区分ごとに、次の金額を政府の保険に付し、残りの部分の

責任を保有する。 

 

保険金額 ＝ 果樹異常責任共済金額 × 90％ 

 

(ｲ) 保険料 

 保険料は、果樹政府保険区分ごとに、次の金額とする。 

 

保険料 ＝ 果樹異常責任共済掛金 × 90％ 

 

(ｳ) 保険金の支払 

 政府が支払う保険金は、果樹政府保険区分ごと及び特定組合等ごとに、次により算出す

る。 

 

保険金 ＝（総共済金 － 果樹通常責任共済金額）× 90％ 

 

 

   責任分担図（２段階制） 

 

（保険関係） 

特定組合等      政 府 

果樹政府保険区分ごと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    10% 

 

                     90％ 

                      

 

特 

定 

組 

合 

等 

 

 

 

 

政府 

 

 

 

 

 

 

    果樹異常責任 

  共済金額 

 

    通常標準 

  被害率（ｑ） 

 

    果樹通常責任 

    共済金額 

 

 

 

特定組合等 
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17．共済掛金国庫負担金の処理（法 11、政令２、規則２、３、４） 

 共済掛金国庫負担金は都道府県連合会及び組合等に交付するが、その交付は、組合等ごと及び

負担金交付区分（共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分を

いい、果樹共済にあっては次表のとおり。）ごとに合計し、その合計額（以下「組合等別国庫負

担金」という。）を基礎として、次のように行われる。 

 

    表 果樹共済の負担金交付区分 

負担金交付区分 共済関係 

第一交付区分 

 

 

全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式（短縮方式を除く。）、

地域インデックス方式、災害収入共済方式及び樹体共済に係る共済関係 

 

第二交付区分 

 

半相殺方式（短縮方式に限る。）に係る共済関係 

 

 

ア 組合等交付金 

 組合等ごと及び負担金交付区分ごとに組合等別国庫負担金と組合等別保険料（組合等ごと

及び負担金交付区分ごとの保険料をいう。以下同じ。）とを比較し、組合等別国庫負担金が

組合等別保険料より大きい場合は、その差の部分の金額に当該組合等の農家負担共済掛金の

徴収割合を乗じて得た金額を交付する。 

イ 都道府県連合会交付金（３段階制の場合） 

 会員たる組合等ごと及び負担金交付区分ごとに組合等別国庫負担金と組合等別再保険料

（組合等ごと及び負担金交付区分ごとの再保険料をいう。以下同じ。）とを比較し、組合等

別国庫負担金が組合等別再保険料より大きい組合等のその差額の部分（組合等別国庫負担金

＞組合等別保険料のときは、組合等別保険料と組合等別再保険料の差額に相当する金額に限

る。）に当該組合等の農家負担共済掛金の徴収割合を乗じて得た金額の合計金額を交付する。 

 なお、組合等別再保険料が組合等別国庫負担金を超える組合等がある場合は、当該組合等

の組合等別再保険料から組合等別国庫負担金を差し引いて得た金額を差し引いて交付する。 

ウ 食料安定供給特別会計への計上 

 組合等別国庫負担金のうち組合等別再保険料（組合等別再保険料＞組合等別国庫負担金の

場合は組合等別国庫負担金）を、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。 

※ウにおいて、２段階制の場合は「組合等別再保険料」を「組合等別保険料」と読み替える。 
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ア

Ａ組合

ウ

Ｂ組合

ウ

Ｃ組合

　　　　　　　　　　　白地部分……農家負担額

組合等別再保険料

組合等別保険料

組合等手持掛金 保険料

共済掛金

（注）共済掛金のうち網かけ部分……国庫負担額（組合等別国庫負担金）

イ

組合等別再保険料

イ ウ

都道府県連合会手持保険料

交付金の概念図（３段階制の場合）

 

 

18．農業経営収入保険への移行に伴う共済関係の解除 

(1) 共済関係の解除 

 組合員等は、果樹共済の共済関係の成立後に当該共済目的の収穫期を保険期間に含む農業経

営収入保険の保険関係を成立させようとするときは、組合等に申し出るものとし、組合等は、

当該保険期間の開始の日の前日付けで共済関係を解除する。 

(2) 共済掛金・事務費賦課金の払戻し 

 組合等は(1)による共済関係の解除を行う場合は、当該組合員等に対し、共済掛金の全額及

び事務費賦課金の一部（月割で計算した額）又は全額を払い戻すものとする。 
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（参考） 

 

危険段階別共済掛金率の設定・適用について 

 

１ 危険段階別共済掛金率の設定（３年ごと） 

 危険段階別共済掛金率は、共済掛金標準率の改定に合わせて、次のとおり設定する。 

 

(1) 組合員等ごとの平均損害率の整理 

 組合員等ごとの各年の損害率（＝共済金/標準共済掛金）を整理し、直近 20 年間の平均

損害率を計算する。 

※標準共済掛金 ＝ 共済金額 × 告示料率 

※加入実績のない年の損害率は、平均的な損害率であったとみなして、100％とする。 

 

(2) 危険段階区分の設定 

ａ 危険段階の区分数は、基準となる危険段階区分「０」を中心に上下 20 区分ずつの合

計 41 区分とする。 

 

ｂ 各危険段階区分に対応する平均損害率の範囲は、危険段階区分「０」の平均損害率を

「97.5～102.5％」と置き、５％の幅を基本として、等間隔に設定する。 

※平均的な損害率（100％）のおおむね２倍以上の平均損害率を一括りとして、 高位

の危険段階区分の平均損害率の範囲とする。 

 

ｃ 各危険段階区分の平均損害率の範囲に応じて、平均損害率が当該範囲に該当する組合

員等を、当該危険段階区分に属するものとして整理する。 

※新規加入者については、危険段階区分「０」に属するものとする。 

 

ｄ 各危険段階区分の平均損害率の代表値は、平均損害率の範囲の中央値とする。 

※ 高位の危険段階区分については、当該区分に属する組合員等の平均損害率を当該組

合員等ごとの見込共済金額で加重平均して得た率を代表値とする（当該区分に属する

組合員等がいない場合は、200％を代表値とする。）。 

 

(3) 危険指数の設定 

ａ 各危険段階区分の危険指数を次のとおり設定する。 
  各危険段階区分の平均損害率の代表値 

             危険指数 ＝ 
  低位の危険段階区分の平均損害率の代表値 

 

ｂ 危険指数を次のとおり圧縮する。  

(a) 共済掛金標準率に対する 低位の危険段階区分の基準共済掛金率の割合を、５割を

超えない範囲内において決定する。 
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(b) 高位の危険段階区分の危険指数（Kmax と呼称する。）を圧縮する倍率を次式に

より算出する。 
              ｒ× ｍ＋（１－ｒ）× Kmax－１ 

   圧縮する倍率 ＝ 

                 ｒ×（ｍ－１） 

ｒ：（ａ）で定めた割合 

ｍ：各危険段階区分の見込共済金額の合計金額により加重平均した危険指数の

平均値 

 

ｃ 算出した倍率まで Kmax を圧縮し、これに応じて、各危険段階区分の危険指数を次式

により圧縮する。 
                                                （圧縮後の Kmax）－１ 

              圧縮後の危険指数 ＝（圧縮前の危険指数－１）×                      ＋１ 

                                                  （圧縮前の Kmax）－１ 

 

(4) 危険段階別共済掛金率の決定 

ａ 次式により、危険段階区分ごとに基準共済掛金率を算定する。 

 
   各危険段階区分の           各危険段階区分の圧縮後の危険指数 
            ＝ 共済掛金標準率 × 

   基準共済掛金率             圧縮後の危険指数の平均値 

 

ｂ 各危険段階区分の基準共済掛金率を下回らない範囲内において、危険段階区分ごとに

共済掛金率を決定する。 

 

                     危険段階別共済掛金率の表（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険 
段階 

区分 

 

損害率（％） 

 

危険指数 

 

危険段階別 
基準共済掛金率 

(％) 

 

危険段階別 
共済掛金率 

（％） 
 

平均損害率（＊)の範囲 

 

代表値 

 

圧縮前 

 

 

 
20 

 
 197.5 ≦  

 
295 

 
236 

 
3.97 

 
11.92 

 
11.92 

19  192.5 ≦ ＊ ＜ 197.5 195 156 2.96 8.89 8.89 

18  187.5 ≦ ＊ ＜ 192.5 190 152 2.91 8.73 8.73 

       

３  112.5 ≦ ＊ ＜ 117.5 115 92 2.15 6.46 6.46 

２  107.5 ≦ ＊ ＜ 112.5 110 88 2.10 6.30 6.30 

１  102.5 ≦ ＊ ＜ 107.5 105 84 2.05 6.15 6.15 

０   97.5 ≦ ＊ ＜ 102.5 100 80 2.00 6.00 6.00 

-１   92.5 ≦ ＊ ＜  97.5 95 76 1.95 5.85 5.85 

-２   87.5 ≦ ＊ ＜  92.5 90 72 1.90 5.70 5.70 

-３   82.5 ≦ ＊ ＜  87.5 85 68 1.85 5.54 5.54 

       

-18    7.5 ≦ ＊ ＜  12.5 10 8 1.09 3.27 3.27 

-19    2.5 ≦ ＊ ＜   7.5 5 4 1.04 3.11 3.11 
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-20     0 ≦ ＊ ＜   2.5 1.25 1 1.00 3.00 3.00 

 

 

平均値  

 
80 2.00 
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２ 共済関係に適用する共済掛金率の判定（毎年） 

 共済関係ごとに適用する危険段階区分は、組合員等の直近 20 年間の損害率により、次の

とおり判定する。 

 

(1) 組合員等ごとの加重平均損害率の計算 

ａ 組合員等ごとの各年の損害率を１の(1)と同様に整理する。 

 

ｂ ａの損害率について、直近年ほど大きくなるウェイトによる加重平均を次のとおり計

算する。 

(a) 各年の損害率に、次に掲げるウェイトを乗じる。 

 

       【ウェイト】 

 

 

20 年前 19 年前   12 年前 11 年前 10 年前 ９年前   ２年前 直近年  

 ５ 10   45 50 55 60   95 100 

 

(b) (a)の 20 年間の合計を、ウェイトの合計である 1050 で除す。 

 

(2) 危険段階区分の判定及び共済掛金率の適用 

 毎年、組合員等ごとの加重平均損害率により、適用すべき危険段階区分を判定し、その

年の共済掛金区分等について対応する共済掛金率を、その年の共済関係に適用する。 

※共済金の受取がなければ、危険段階区分は基本１段階ずつ下がる。 
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（参考） 

主要果樹の花芽の形成期、果実の収穫期等 

果 樹 の 種 類 品 種 区 分 花 芽 の 形 成 期 開 花 期 収 穫 期 

うんしゅうみかん 

 

な つ み か ん 

い よ か ん 

指 定 か ん き つ 

 

 

 

 

 

り ん ご 

 

 

ぶ ど う 

 

 

な し 

も も 

お う と う 

び わ 

か き 

く り 

う め 

す も も 

キウイフルーツ 

パインアップル 

 

 

早 生 温 州 

普 通 温 州 

 

 

は っ さ く 

ぽ ん か ん 

ﾈ ｰ ﾌ ﾞ ﾙ ｵ ﾚ ﾝ ｼ ﾞ 

ぶ ん た ん 

た ん か ん 

さ ん ぼ う か ん 

紅 玉 

ｽ ﾀ ｰ ｷ ﾝ ｸ ﾞ ﾃ ﾞ ﾘ ｼ ｬ ｽ 

ふ じ 

デ ラ ウ エ ア 

ｷ ｬ ﾝ ﾍ ﾞ ﾙ ｱ ｰ ﾘ ｰ 

ﾈ ｵ ﾏ ｽ ｶ ｯ ﾄ 

和 な し 

 

 

 

 

 

 

 

 

（夏 実） 

（秋 実） 

（冬 実） 

（春 実） 

７月上～８月上旬 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

７月上～８月下旬 

７月上～８月上旬 

７月上～８月下旬 

５月中・下旬 

〃 

〃 

６月中・下旬 

８月上～下旬 

７月中～８月中旬 

〃 

７月上・中旬 

７月中・下旬 

７月中～８月中旬 

７月中～８月下旬 

７月上旬 

 

 

 

４月下～５月下旬 

５月上～下旬 

５月上～６月上旬 

５月上～６月下旬 

５月上～６月下旬 

〃 

５月中～６月上旬 

５月上～６月上旬 

４月下～５月上旬 

５月上～６月上旬 

４月下～５月中旬 

４月上～５月中旬 

４月下～５月中旬 

５月上～６月下旬 

〃 

〃 

４月上～５月中旬 

３月下～４月下旬 

４月下～５月中旬 

11 月上～２月下旬 

５月上～６月上旬 

５月上～下旬 

１月下～３月中旬 

３月中～４月中旬 

５月中～６月上旬 

 

 

 

 

９月下～11 月上旬 

11 月上～12 月中旬 

２月下～５月下旬 

12 月上～１月上旬 

12 月下～１月下旬 

12 月上～１月上旬 

〃 

12 月中～２月下旬 

１月中～３月上旬 

１月上～３月下旬 

10 月上・中旬 

10 月中～11 月中旬 

11 月上～下旬 

７月上～９月中旬 

７月下～９月中旬 

８月下～11 月中旬 

７月下～10 月上旬 

６月中～８月下旬 

６月中～７月下旬 

５月下～７月下旬 

11 月上～下旬 

９月上～10 月上旬 

６月上～下旬 

６月下～９月上旬 

10 月下～11 月上旬 

７月上～９月中旬 

10 月上～12 月中旬 

１月上～３月中旬 

４月上～６月中旬 

（注）１．うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ及びびわの花芽の形成期は春枝の伸長停止期をも

って記入した。 

   ２．花芽の形成期、開花期及び収穫期は地域によって差がある。 


